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二
〇
一
八
年
一
二
月
、「
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
」（
以
下
、「
入
管

法
」
と
い
う
）
の
改
正
が
な
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
改
正
は
、
中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
を
は
じ
め
と
し
た
人

手
不
足
の
深
刻
化
に
対
応
す
べ
く
、

一
定
の
専
門
性
、
技
能
を
有
す
る
、

即
戦
力
と
な
る
外
国
人
材
を
幅
広
く

受
け
入
れ
て
い
く
仕
組
み
を
構
築
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

近
年
、
わ
が
国
に
お
け
る
在
留
外

国
人
の
数
は
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
在
留
外
国
人
が
増
加
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

政
府
は
、
金
融
機
関
に
対
し
て
後
述

す
る
新
た
な
在
留
資
格
を
有
す
る
人

へ
の
円
滑
な
預
貯
金
口
座
の
開
設
や

多
言
語
対
応
の
充
実
等
を
要
請
す
る

方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
（
注

１
）。

（
注
１
）
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
外

国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る

関
係
閣
僚
会
議
（
第
三
回
）」（
平
成
三

〇
年
一
二
月
二
五
日
）
に
お
い
て
了

承
さ
れ
た
資
料
『
外
国
人
材
の
受
入

れ
・
共
生
の
た
め
の
総
合
的
対
策
』

よ
り

近
年
、
在
留
外
国
人
は
増
加
傾
向
に

あ
り
ま
す
が
、
今
般
の
入
管
法
改
正
に

よ
っ
て
さ
ら
に
多
く
の
外
国
人
が
日
本

で
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
と
予
想
さ
れ

て
い
ま
す
。
生
活
す
る
う
え
で
は
、
金

融
機
関
と
の
取
引
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
本
解
説
は
、
営
業
店
窓
口

に
お
け
る
外
国
人
と
の
円
滑
な
取
引
の

た
め
の
対
応
の
ポ
イ
ン
ト
、
本
部
に
お

け
る
そ
の
取
引
管
理
の
注
意
点
等
に
つ

い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
で
解
説
す
る
も
の
で
す
。

今
後
の
営
業
店
実
務
の
参
考
と
し
て
お

役
立
て
く
だ
さ
い
。

（
本
誌
編
集
部
）

解説

虎門中央法律事務所
弁護士　浜本 匠
弁護士　望月 崇司
弁護士　山根 航太

知
っ
て
お
き
た
い

外
国
人
と
の
金
融
取
引
の

基
本
知
識

Ｑ１
入
管
法
改
正
の
概
要
を
簡
潔
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

今
般
の
入
管
法
改
正
は
、
中
小
企
業
等
の
人
手
不
足

の
深
刻
化
に
対
応
す
べ
く
、
外
国
人
材
を
幅
広
く
受

け
入
れ
て
い
く
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
も
の
で
す
。

Ａ１Ａ１Ａ１
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現
行
の
入
管
法
の
も
と
で
は
、
外

国
人
は
、
同
法
が
定
め
る
図
表
１
の

在
留
資
格
の
い
ず
れ
か
を
得
な
け
れ

ば
、
日
本
に
在
留
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
在
留
資
格
に
は
、
日
本

に
お
い
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
、
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
ま
た

は
一
定
の
制
限
が
あ
る
も
の
と
が
あ

り
、
在
留
外
国
人
の
活
動
内
容
は
そ

の
在
留
資
格
に
よ
り
規
制
さ
れ
て
い

ま
す
（
入
管
法
二
条
の
二
、
同
法
別

表
第
一
・
第
二
、
同
法
一
九
条
一

項
・
二
項
）。

現
行
の
入
管
法
で
は
、
外
国
人

は
、
図
表
１
に
記
載
し
た
医
師
や
弁

護
士
な
ど
の
専
門
的
・
技
術
的
分
野

で
し
か
原
則
と
し
て
働
く
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
今

回
の
入
管
法
の
改
正
に
よ
り
、
高
い

専
門
性
を
必
要
と
し
な
い
、
単
純
労

働
の
分
野
に
お
い
て
も
、
外
国
人
が

働
く
こ
と
を
認
め
、
幅
広
く
在
留
資

格
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
図
表
２
の

「
特
定
技
能
１
号
」
お
よ
び
「
特
定

技
能
２
号
」
と
い
う
在
留
資
格
を
創

設
し
ま
し
た
。

今
回
の
入
管
法
の
改
正
に
よ
る
、

各
分
野
に
お
け
る
今
後
五
年
間
に
お

け
る
「
特
定
技
能
」
外
国
人
の
受
入

れ
見
込
み
人
数
の
合
計
は
、
最
大
で

約
三
四
万
五
〇
〇
〇
人
と
想
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
農
業
分
野
に
お
け
る

受
入
れ
見
込
み
人
数
は
三
万
六
五
〇

〇
人
と
さ
れ
て
お
り
、
技
能
試
験
の

開
始
予
定
時
期
は
、
平
成
三
二
年
三

月
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
本
稿
の
読
者
の
皆
様
の
属
す

る
業
務
分
野
に
お
い
て
も
、
今
後
外

国
人
の
数
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
（
注
２
）。

（
注
２
）「
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る

制
度
の
運
用
に
関
す
る
方
針
に
つ
い

て
」（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
五
日
閣

議
決
定
）
お
よ
び
「
農
業
分
野
に
お

け
る
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る

制
度
の
運
用
に
関
す
る
方
針
」

解
説

知っておきたい
外国人との金融取引の基本知識

Ｑ２
入
管
法
の
改
正
に
よ
り
在
留
資
格
は
ど
の
よ
う
に
変

わ
り
ま
す
か
。

「
特
定
技
能
１
号
」
お
よ
び
「
特
定
技
能
２
号
」
と
い

う
在
留
資
格
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

Ａ２Ａ２Ａ２

【図表１】入管法の定める外国人の在留資格

【図表２】創設された特定技能１号、２号の在留資格

在留資格の種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度
専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、
研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企
業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、文
化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、
特定活動

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者
等、定住者

分類

外国人が日本で行う活動
に着目して分類された

在留資格

外国人の身分や地位
に着目して分類された

在留資格

対象となる職種
特定技能１号
介護業、ビルクリーニング業、
素形材産業、産業機械製造業、
電機・電子情報関連産業、建設
業、造船・舶用工業、自動車整
備業、航空業、宿泊業、農業、
漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能２号
建設業、造船・舶用工業

受入対象者

相当程度の知識または
経験を必要とする技能
を要する業務に従事す
る外国人

熟練した技能を要する
業務に従事する外国人

日本語能力

ある程度日常会
話ができ、生活
に支障がない程
度の能力

未定

在留期間

最長５年
（更新不可）

制限なし
（更新可）

家族帯同

不可

可
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新
年
度
を
迎
え
、
共
済
部
・
金
融

部
の
職
員
の
方
は
今
年
度
の
目
標
に

向
け
て
ス
タ
ー
ト
ダ
ッ
シ
ュ
を
切
ら

れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

四
月
か
ら
は
農
林
中
央
金
庫
と
み

ず
ほ
銀
行
と
の
業
務
提
携
に
よ
り
、

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
を
組
合
員
の

方
に
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に
つ
い
て

は
、
二
〇
一
七
年
一
月
よ
り
、
加
入

で
き
る
対
象
者
が
全
国
民
に
拡
大
さ

れ
た
こ
と
で
、
多
く
の
金
融
機
関
が

メ
イ
ン
バ
ン
ク
化
の
き
っ
か
け
と
し

て
強
力
に
推
進
し
て
い
ま
す
。
都
市

部
の
Ｊ
Ａ
で
は
、
組
合
員
か
ら
相
談

を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
職
員
も
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

本
稿
で
は
、
個
人
型
確
定
拠
出
年

金
の
基
本
を
お
さ
ら
い
す
る
と
と
も

に
、
仕
組
み
上
の
留
意
点
を
整
理
し

ま
す
。
共
済
部
門
・
金
融
部
門
の
担

当
同
士
で
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に

関
す
る
知
識
の
共
有
を
図
る
際
に
も

ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

解 説

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
は
、
公
的

年
金
に
加
え
て
自
分
で
作
る
年
金
と

い
え
ま
す
。

確
定
拠
出
年
金
法
に
基
づ
く
年
金

制
度
で
、
仕
組
み
自
体
は
最
近
作
ら

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
二
〇
〇
一
年

一
〇
月
に
誕
生
し
た
も
の
で
す
。

全
国
民
が
加
入
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
以
降
は
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
と
い
う
愛

称
で
金
融
機
関
を
中
心
に
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま
し
た
の
で
、〝
イ

デ
コ
〟
と
い
う
名
前
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

加
入
者
に
つ
い
て
は
、
加
入
で
き

る
対
象
が
全
国
民
に
拡
大
さ
れ
て
以

降
急
増
し
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
末

時
点
に
は
一
一
〇
万
人
を
超
え
て
い

ま
す
。

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に
加
入
す

る
方
が
増
え
た
の
は
、
魅
力
的
な
仕

組
み
に
加
え
、
老
後
の
生
活
資
金
を

公
的
年
金
に
頼
ら
ず
、
自
分
で
備
え

て
い
く
意
識
を
も
っ
て
い
る
方
が
増

え
て
い
る
こ
と
の
表
れ
と
も
考
え
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。

ま
ず
は
、
個
人
型
確
定
拠
出
年
金

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ（
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
）

の
仕
組
み
と
活
用
法

は
じ
め
に

１
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
（
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
）
と
は

株式会社ＩＩＣパートナーズ
ＪＡ退職給付監査対策室

大森 祥弘

ＪＡに向けて退職金制度・企
業年金制度に関するアドバイ
ザリー業務を行っている。Ｊ
Ａ共済連全国本部出身。

押
さ
え
て
お
こ
う
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の
具
体
的
な
仕
組
み
を
理
解
す
る
前

に
、
公
的
年
金
で
老
後
の
生
活
資
金

を
す
べ
て
確
保
で
き
な
い
現
状
を
確

認
し
、
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
の
加

入
者
が
増
え
て
い
る
背
景
を
捉
え
ま

し
ょ
う
。

国
民
年
金
の
受
給
額

国
民
年
金
は
、
高
齢
期
に
受
給
す

る
年
金
の
ベ
ー
ス
（
基
礎
部
分
）
で

あ
り
、
会
社
員
や
自
営
業
者
、
専
業

主
婦
（
夫
）
等
の
就
労
形
態
に
限
ら

ず
全
国
民
が
二
〇
歳
を
迎
え
る
と
自

動
的
に
加
入
し
ま
す
。

収
入
の
額
に
関
わ
ら
ず
、
全
国
民

が
同
じ
保
険
料
を
払
い
、
将
来
、
同

じ
年
金
額
を
受
給
す
る
点
が
特
徴
で

す
（
会
社
員
は
，
国
民
年
金
の
保
険

料
も
併
せ
て
厚
生
年
金
保
険
料
と
し

て
払
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
よ
い
）。

こ
の
国
民
年
金
で
す
が
、
全
国
民

共
通
の
基
礎
年
金
で
あ
り
、
二
〇
一

九
年
四
月
以
降
に
新
た
に
年
金
を
受

給
す
る
方
の
国
民
年
金
の
月
額
は
六

万
五
〇
〇
八
円
で
す
の
で
、
生
計
を

立
て
る
に
は
難
し
い
金
額
で
す
。

そ
こ
で
、
会
社
員
で
あ
れ
ば
国
民

年
金
の
上
積
給
付
と
し
て
厚
生
年
金

に
強
制
加
入
し
、
老
後
の
生
活
収
入

の
確
保
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

公
的
年
金
（
国
民
年
金
と

厚
生
年
金
）
だ
け
で
は
不

足
す
る
老
後
生
活

総
務
省
「
家
計
調
査
年
報
」（
二
〇

一
七
年
）
を
基
に
し
た
公
益
財
団
法

人
生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー
の
調
査

報
告
に
よ
れ
ば
、
世
帯
主
が
六
〇
歳

以
上
で
無
職
で
あ
る
世
帯
（
世
帯
員

が
二
人
以
上
）
の
家
計
を
み
る
と
、

実
収
入
か
ら
非
消
費
支
出
（
税
・
社

会
保
険
料
等
）
を
差
し
引
い
た
生
活

に
使
え
る
金
額
（
可
処
分
所
得
）
約

一
七
万
七
〇
〇
〇
円
に
対
し
て
、
消

費
支
出
は
約
二
三
万
八
〇
〇
〇
円

で
、
一
ヵ
月
間
に
約
六
万
一
〇
〇
〇

円
が
不
足
し
て
い
ま
す
。

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
て
も
毎

月
の
生
活
費
を
賄
え
ず
、
毎
月
、
六

万
円
以
上
の
貯
金
を
取
り
崩
す
と
考

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

厚
生
年
金
は
報
酬
比
例
の
年
金
で

あ
り
、
年
収
が
高
く
、
そ
の
分
多
く

の
保
険
料
を
払
っ
た
場
合
は
よ
り
多

く
の
年
金
を
受
給
で
き
る
制
度
で
す

の
で
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
働

い
て
収
入
を
得
な
け
れ
ば
、
高
齢
期

は
収
入
よ
り
支
出
が
多
い
と
考
え
て

お
い
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

退
職
金
へ
の
過
度
な
期
待

は
危
険

こ
こ
ま
で
、
公
的
年
金
で
は
高
齢

期
の
支
出
を
賄
い
き
れ
な
い
こ
と
を

確
認
し
ま
し
た
。
で
は
、
公
的
年
金

で
足
り
な
い
収
入
を
ど
う
確
保
す
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

会
社
員
で
あ
れ
ば
真
っ
先
に
退
職

金
が
頭
に
浮
か
ぶ
と
思
い
ま
す
が
、

Ｊ
Ａ
や
企
業
に
対
し
退
職
金
や
企
業

年
金
に
関
す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

を
行
っ
て
い
る
弊
社
の
立
場
と
し
て

は
、
退
職
金
に
過
度
な
期
待
を
す
る

の
は
リ
ス
ク
が
高
い
と
言
わ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。

か
つ
て
は
数
千
万
単
位
の
退
職
金

が
支
給
さ
れ
る
企
業
も
あ
り
ま
し
た

が
、
近
年
は
、
退
職
金
制
度
が
あ
っ

て
も
定
年
退
職
時
の
支
給
が
一
〇
〇

万
円
程
度
と
い
う
企
業
が
あ
る
ほ

か
、
大
企
業
で
も
退
職
金
制
度
自
体

を
用
意
し
て
い
な
い
と
い
っ
た
状
況

で
す
。

「
退
職
金
」
と
い
う
同
じ
言
葉
で

も
、
勤
務
先
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る

額
は
様
々
で
す
の
で
、「
退
職
金
と
し

て
数
千
万
円
単
位
の
金
額
が
も
ら
え

る
は
ず
だ
」
と
捉
え
る
の
は
危
険
で

す
。し

た
が
っ
て
、
自
身
の
老
後
資
金

を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
公
的
年
金

や
勤
務
先
の
退
職
金
を
当
て
に
し
す

ぎ
る
こ
と
な
く
、
足
り
な
い
額
を
イ

メ
ー
ジ
し
な
が
ら
、
自
助
努
力
で
資

産
形
成
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
国
は
、
加
入
で
き
る
対

象
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ス

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
ら
な
か
っ
た

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に
つ
い
て
、

加
入
で
き
る
対
象
を
全
国
民
に
広
げ
、

自
助
努
力
に
よ
る
資
産
形
成
を
強
く

後
押
し
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

支出

238,000円

収入

177,000円

不足する
61,000円


